
証券コード3815

2025年11月５日

（電子提供措置の開始日 2025年10月30日）

株 主 各 位
東 京 都 港 区 六 本 木 七 丁 目 15 番 ９ 号

株式会社メディア工房
代表取締役社長 長 沢 一 男

第28回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第28回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげ

ます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記

ウェブサイトに「第28回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載し

ております。

■当社ウェブサイト：https://www.mkb.ne.jp

また、上記のほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しております

ので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄

名（会社名）又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を

選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

■東証ウェブサイト：https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

※各ウェブサイトは定期メンテナンス等により一時的にアクセスできない状態となることがございま

す。閲覧できない場合は他のウェブサイトからご確認いただくか、時間をおいて再度アクセスしてく

ださい。

なお、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネットにより、事前に議決権

をご行使くださいますようお願い申しあげます。書面又はインターネットにより議決

権を行使いただく場合、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類を

ご検討のうえ、2025年11月20日（木曜日）午後７時までに議決権を行使してください

ますようお願い申しあげます。

敬 具
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記

１．日 時 2025年11月21日（金曜日）午前10時

（受付開始は午前９時半を予定しております。）

２．場 所 東京都港区赤坂二丁目５番６号

山王健保会館 ２階 会議室
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第28期（2024年９月１日から2025年８月31日まで）事業報告、

連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監

査結果報告の件

２．第28期（2024年９月１日から2025年８月31日まで）計算書類報

告の件

決 議 事 項

第１号議案 取締役６名選任の件

第２号議案 監査役２名選任の件

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

以 上

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

インターネットによる方法と議決権行使書と重複して議決権を行使された場合は、インターネットに
よる議決権行使を有効なものといたします。また、インターネットによる方法で複数回議決権を行使さ
れた場合は、最後に行われたものを有効なものといたします。

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願
い申しあげます。

議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り
扱わせていただきます。

なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させ
ていただきます。
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株主総会開催に関するご案内

１．株主総会の電子提供措置について

2022年９月１日に株主総会資料の電子提供制度が施行されたことに伴い、株主総会資料の一部をウ

ェブサイト等に掲載し、議決権を有する株主の皆様のお手元には、簡易な招集ご通知をお届けする

ことが可能になりました。当社では、2025年11月21日（金曜日）に開催を予定する第28回定時株主

総会にかかる株主総会参考書類等につきましては、アクセス通知をお送りしております。

２．議決権の行使について

当社では、書面又はインターネット等による事前の議決権行使を推奨しております。

(1) スマートフォン等による議決権行使方法

① 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ります（ID・PWの入力は不要です）。

② 株主総会ポータルサイト上部の「議決権行使へ」ボタンから、議決権行使画面を開きます。

③ 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※ QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

(2) PC等による議決権行使方法

① 株主総会ポータルサイト（https://www.soukai-portal.net）にアクセスし、議決権行使書用

紙に記載の「株主総会ポータルログインID」及び「パスワード」をご入力ください。

② 株主総会ポータルサイト上部の「議決権行使へ」ボタンから、議決権行使画面を開きます。

③ 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

なお、議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にアクセスし、議決権行使書用紙に記

載の「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力いただくことによっても議決権行使が可

能です。

３．議決権行使の取扱いについて

(1) 議決権の行使期限は、2025年11月20日（木曜日）午後７時までとなっておりますので、お早めの

行使をお願いいたします。

(2) 書面とインターネット等により、重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による

議決権行使を有効なものといたします。また、インターネット等によって複数回議決権を行使さ

れた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取扱いいたします。

(3) 一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使ウェブサイト

（https://www.web54.net）にアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び

「パスワード」（ただし議決権行使ウェブサイトへアクセスするパスワードを株主様ご自身で変更

されている場合は変更後のパスワード）をご入力いただく必要があります。

４．インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ

ご不明な点につきましては、下記にお問い合わせください。

＜三井住友信託銀行 証券代行 ウェブサポート＞

専用ダイヤル：0120-652-031（受付時間：午前9時〜午後9時）

その他のご照会：0120-782-031（受付時間：土・日・祝日及び12/31～1/3を除く 午前9時〜午後5時）

５．その他

本年の株主総会の開催に関し変更が生じた場合は、当社ウェブサイト（https://www.mkb.ne.jp）

に掲載させていただきます。

― 3 ―

2025年10月22日 11時10分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



事 業 報 告

（ 2024年９月１日から
2025年８月31日まで）

１．企業集団の現況
(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、賃金上昇と物価高が並存する中で個人

消費が底堅く推移し、日銀の金融政策修正や円安基調が金融市場に影響を与える

一方、輸出企業には追い風となりました。また、世界経済においては、米国の高

金利や欧州の低成長、中国不動産市場の調整に直面しつつも、新興国需要や堅調

な米国消費に下支えされ、不確実性を伴いながらも成長を維持しました。

このような情勢の中、当社グループは、「占い事業」において長年蓄積してきた

ナレッジを活用し、コンテンツサービスからデータマーケティングサービスへと

業容拡大すべく、組織体制の構築、AIを活用したシステムの開発並びに新規サー

ビス「美肌ナビ」の開発に注力してまいりました。

BtoB向けデータマーケティングサービスの立上げ先行投資が生じる中、収益軸

である既存サービスにおいては、「きゃらデン」が黒字化した他、電話・チャット

占いサービス及び自社メディアが緩やかながらも収益を伸ばしましたが、占い新

規コンテンツの不調が影響し、前年同期で減収減益となりました。また、株主数

の大幅な増加に伴う管理コスト、採用費及び人件費、並びに外注費等の増加の他、

本店移転に伴う費用14百万円が生じたことから営業損失を計上しております。

これらの状況を鑑み、当社は、2026年８月期以降の収益の改善に向け、各事業

についてその内容及び進捗等を精査いたしました。その結果、新規事業「美肌ナ

ビ」については、リリース時期の後ろ倒しに伴い収益時期において当初計画とず

れが生じていること、並びに現状の当社財務状況およびリソース配分を踏まえ、

より高いリターンを目指すべく、一時的に推進速度を緩やかにする判断をし、ソ

フトウェア114百万円の減損損失を行い、特別損失を計上いたしました。

なお、当社では、第３四半期連結会計期間において、第三者割当による第３回

新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に係る諸費用７

百万円の費用が生じた他、当連結会計年度の予測数値及び業績動向を総合的に勘

案し、繰延税金資産74百万円を取り崩し、同額の法人税等調整額を計上しており

ます。

以上の結果、当社グループの当連結会計年度の経営成績は、売上高1,873百万円

(前年同期比6.9％減)、営業損失323百万円(前年同期は営業損失141百万円)、経常

損失317百万円(前年同期は経常損失148百万円)、親会社株主に帰属する当期純損

失508百万円(前年同期は親会社株主に帰属する当期純損失270百万円)となりまし
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た。

セグメントごとの取り組み内容及び経営成績は、以下のとおりであります。

ⅰ 占い事業

占い事業においては、自社Webサイト、ISP、各移動体通信事業者及びApple や

Google 等のプラットフォーム向けに占い鑑定や女性に向けた記事コンテンツを企

画・制作・配信する１対N向けのサービス及びユーザーと占い師が電話・チャット

で直接、双方向にやり取りできる１対１向けのサービスを行っております。電

話・チャット占いサービスにおいては、売上は微減したものの、新規システムの

導入による業務効率化が奏功し、営業利益は前期比で増加しました。一方、１対N

向けのコンテンツサービスにおいては、自社メディアの課金収入が安定的に収益

を伸ばしましたが、占い新規コンテンツがヒットに恵まれない中、体制の構築に

向けた採用費及び人件費の増加が生じ、売上・利益ともに前年同期比で減少して

おります。

以上の結果、当連結会計年度における占い事業の売上高は1,761百万円(前年同

期比7.3％減)、営業利益385百万円(前年同期比20.9％減)となりました。

ⅱ エンタメ・マッチングサービス事業

エンタメ・マッチングサービス事業においては、SNSを中心に、ネットとリアル

の両面で人々の交流・関係構築の機会や場を提供するサービスとして、「きゃらデ

ン」及びシミュレーションゴルフ「LoungeRange」赤坂見附店の運営を行っており

ます。「きゃらデン」については、売上は前年同期比で横ばいとなったものの、新

システム導入による業務効率の改善により営業利益が黒字化いたしました。一方、

シミュレーションゴルフ店舗については売上が僅少となり、営業損失を計上して

おります。なお、前年同期比で赤字幅が大きく縮小しておりますが、これは、前

連結会計年度において不採算サービス２つから撤退したことによるものです。

以上の結果、当連結会計年度におけるエンタメ・マッチングサービス事業の売

上高は109百万円(前年同期比0.5％減)、営業損失7百万円(前年同期は営業損失

100百万円)となりました。

ⅲ その他事業

当社グループでは、企画・開発の初期段階にある事業について、金額又は連

結売上高若しくは連結営業利益に占める割合等から重要性が低いと判断した事

業等については、一括して「その他」セグメントとして区分し、計上しており

ます。当連結会計年度は、韓国コスメEC「CoréelleJAPAN」の運営の他、新規美

容関連サービス「美肌ナビ」（2025年７月正式リリース）の開発、BtoB向けデー
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タマーケティングサービスの推進に注力してまいりました。当連結会計年度時

点においては、システム及びサービス開発にかかる先行投資により損失を計上

しております。

以上の結果、当連結会計年度におけるその他事業の売上高は3百万円(前年同期

比27.0％増)、営業損失157百万円(前年同期は営業損失96百万円)となりました。

なお、当社は、2026年８月期以降の収益の改善に向け、各事業についてその

内容及び進捗等を精査いたしました。その結果、新規事業「美肌ナビ」につい

ては、リリース時期の後ろ倒しに伴い収益時期において当初計画とずれが生じ

ていること、並びに現状の当社財務状況およびリソース配分を踏まえ、より高

いリターンを目指すべく、一時的に推進速度を緩やかにする判断をし、ソフト

ウェア114百万円の減損損失を行い、特別損失を計上しております。

（セグメント別売上高）

事 業 区 分 売 上 高（千円） 構 成 比（％）

占 い 事 業 1,761,219 94.0

エンタメ・マッチングサービス事業 109,014 5.8

そ の 他 事 業 3,261 0.2

合 計 1,873,495 100.0

② 設備投資の状況

当連結会計年度において実施しました当社グループの設備投資の総額は

234,178千円であり、事業の種類別セグメントの主な設備投資については次のと

おりであります。

(1) 占い事業

ソフトウエアの取得等に75,733千円の投資を実施しております。

(2) エンタメ・マッチングサービス事業

ソフトウエアの取得等に8,178千円の投資を実施しております。

(3) その他事業

ソフトウエアの取得等に118,252千円の投資を実施しております。

③ 資金調達の状況

当連結会計年度末現在の借入金の残高は901,105千円となっております。
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(2) 財産及び損益の状況

① 企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分
第 25 期

(2022年８月期)
第 26 期

(2023年８月期)
第 27 期

(2024年８月期)

第 28 期
(当連結会計年度)
(2025年８月期)

売 上 高 (千円) 2,203,542 2,073,847 2,012,763 1,873,495

親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失（△）

(千円) 153,803 35,328 △270,985 △508,238

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）

(円) 15.26 3.51 △26.89 △50.21

総 資 産 (千円) 3,006,101 2,712,227 2,651,230 2,277,626

純 資 産 (千円) 1,355,426 1,345,389 1,045,088 708,001

１ 株 当 た り
純 資 産 額

(円) 134.48 133.49 103.69 67.52

（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は、期中平均株式数（自己株式数を控
除した株式数）により算出しております。１株当たり純資産額は、期末発行済株式数（自己株
式数を控除した株式数）により算出しております。

② 当社の財産及び損益の状況の推移

区 分
第 25 期

(2022年８月期)
第 26 期

(2023年８月期)
第 27 期

(2024年８月期)

第 28 期
(当事業年度)
(2025年８月期)

売 上 高 (千円) 2,137,408 2,020,853 1,955,332 1,817,985

当期純利益又は
当期純損失（△）

(千円) 138,186 31,471 △277,523 △519,594

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）

(円) 13.71 3.12 △27.54 △51.34

総 資 産 (千円) 2,949,994 2,652,990 2,579,954 2,192,883

純 資 産 (千円) 1,307,602 1,293,719 985,944 637,500

１ 株 当 た り
純 資 産 額

(円) 129.74 128.36 97.82 60.76

（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は、期中平均株式数（自己株式数を控
除した株式数）により算出しております。１株当たり純資産額は、期末発行済株式数（自己株
式数を控除した株式数）により算出しております。
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(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会社名 所在地 資本金
議決権

比 率
主要な事業内容

株 式 会 社

ギフトカムジャパン

東京都

港区
58,000千円 100％

占い事業

その他事業

株 式 会 社

ミ ッ ク ス ベ ー ス

東京都

港区
99,500千円 100％

エンタメ・マッチングサービス

事業

株 式 会 社 X square
東京都

港区
35,000千円 100％

エンタメ・マッチングサービス

事業

③ その他重要な企業結合の状況

該当事項はありません。

(4) 対処すべき課題

現在の当社グループの事業は、継続的成長を志向し企業価値の最大化を目指す

うえで、以下の事項を重要な経営課題として考えております。

① ユーザーの維持・拡大

当社グループは、デジタルコンテンツの利用料金が収入の大半を占めているこ

とから、ユーザーの維持・拡大が、成長戦略上重要となってまいります。ISPを

はじめ、プラットフォーマーにおいては占いコンテンツの配信縮小・停止傾向に

ある中、当社グループでは、決済手段の多様化等によるユーザビリティの向上

や、データを活用した効率的かつ有効なプロモーション活動の展開の他、会員制

ビジネスを展開する企業（特にMAUを重視）との提携を推進することで、相互総

客によるユーザーの維持・拡大を図ってまいります。

② プラットフォーム依拠脱出・自社配信強化

現在における当社グループの収益は、主に「占い」に関するデジタルコンテン

ツ、電話・チャットによるサービスの提供によるものであります。これらのサー

ビスは主にISP、キャリア、Apple及びGoogleなどの大手プラットフォーマーを通

じて配信・提供されており、プラットフォーマーの方針が収益に大きく影響いた

します。現時点においてプラットフォーマーの存在が、デジタルコンテンツビジ

ネスにおいて不可欠であることは確かであるものの、収益に対する割合が特定の
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プラットフォームに偏ることは事業上の大きなリスクとなります。これに対し当

社グループは、自社メディアにおける配信の強化及び各配信網における収益拡大

により、徐々にプラットフォームに依拠しない収益体制となるよう、その構築に

努めてまいります。

③ 収集データの活用

当社グループでは、BtoCビジネスにより収集したデータをBtoBビジネスにおけ

る収益につなげることが、重要な課題の一つと考えております。占い事業におい

ては、生年月日、悩み、趣味嗜好等の様々なデータを収集していることから、こ

れらをパーソナライズすることでデータマーケティングの価値を生み出す他、こ

れらのデータと生成AIを活用したクリエイティブ生成等のサービスを企画・推進

してまいります。

④ コンテンツジャンル拡大・新規事業への参入

当社グループは、1,000億円に上る市場規模である「占いサービス」を拡大し

ていくことはもちろん、周辺サービスを新規事業として開拓することで、第二の

収入源を確保することが重要と考えております。これに対し当社グループは、占

いコンテンツの主なユーザーである20代から40代の女性と親和性の高い分野への

進出を図っております。今後も顧客ニーズの変化に的確に対応することで、より

幅広い顧客層を獲得してまいります。

⑤ 海外配信の拡大

当社グループは、各事業の海外展開推進が重要な経営課題であると考えており

ます。当社では、ChatGPT等の活用によりコンテンツの多言語展開の効率化を進

めるとともに、Apple、Googleをはじめとする全世界向けプラットフォームへの

積極的なコンテンツの配信の他、各国の現地企業との提携等により市場環境等及

び顧客ニーズに関する情報を日々取得し、事業に素早く反映することでこれに対

応してまいります。

⑥ システムの安定的な稼働

当社グループの主なサービスはウェブ上で運営されていることから、ユーザー

に安心してサービスを利用してもらうために、各種システムを安定的に稼働さ

せ、問題が発生した場合には迅速にこれを解決する必要があります。当社グルー

プは、システムを安定的に稼働させるため、社内人員や信頼の置ける業務委託先

の確保及びサーバ機器等の必要機材・設備の拡充に努めてまいります。
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⑦ デバイスの多様化への対応

当社グループの各事業は、デジタルコンテンツを主力としており、様々なデバ

イスに対応したアプリケーションの開発やコンテンツ配信サービスの拡充が、業

容拡大を図るうえで重要になると考えております。当社グループでは、デバイス

の特性や利用シーンに応じたサービスの開発・提供の積極的な推進に努めてまい

ります。

⑧ 技術革新への対応

当社グループの主たる事業が属するデジタルコンテンツ業界は、めまぐるしく

技術革新が起こり、環境が素早く変化する業界であります。日々生まれ続ける

様々なサービスと競合し、ユーザーが利用したくなるサービスを提供し続けるた

めには、新たな技術を早期に取り入れ、積極的に実験的な取り組みを行うことが

重要であると認識しております。当社グループでは、引き続きIT人材の獲得を強

化するとともに、M&Aや事業提携についても幅広く検討・推進してまいります。

⑨ 人材の確保と育成

業容の拡大においては、優秀な人材の確保と育成が必要であると考えておりま

す。これに対し当社では、管理職者の育成・人材の獲得・既存社員の離職防止を

目的として、職位の見直しや研修制度の導入を図る他、個々人の多様な働き方を

推進するべく、出社時刻の一部自由化の他、職務内容等を勘案の上可能な職種に

おいて、リモートによる自宅勤務についても導入しております。今後も社内教育

及び社内環境の整備と充実を図ることにより、優秀な人材を確保し、個々の能力

向上に努めてまいります。

⑩ 組織の機動性の確保

当社グループの主たる事業が属するデジタルコンテンツ業界は、めまぐるしく

技術革新が起こり、環境が素早く変化する業界であります。こうした変化へ迅速

に対応するため、当社では、適時、人員配置、組織体制の整備を行い、意思決定

の機動性確保を図っております。

⑪ 内部管理体制の強化

当社グループは、事業拡大に応じたグループ全体の内部管理体制の強化の重要

性を認識しております。これに対し当社グループは、管理部門人員の適切数確保

や基幹システムの充実による効率化推進に努めてまいります。
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⑫ 個人情報管理の強化

当社グループは、個人情報保護が経営の重要課題であるとの認識のもと、情報

管理体制の整備強化に継続的に取り組んでおります。個人情報保護法や社会保

障・税番号制度等の法令の定めによる個人情報保護をはじめ、当社においては、

2007年に「プライバシーマーク(JISQ 15001：1999)」を取得して以降、２年に１

度、プライバシーマークの認定を更新し続けております。

当社は、今後も個人情報の保護管理が全役職員の重要な責務であることを十分

に認識し、従業員教育体制を強化し、引き続き情報の適正な取り扱いと慎重な管

理に努めてまいりたいと考えております。

(5) 主要な事業内容（2025年８月31日現在）

事 業 区 分 主 要 な 事 業 内 容

占 い 事 業

当社及び子会社が、自社Webサイト、ISP（注１）、各移動体通信事業者及び

Apple や Google 等のプラットフォーム向けに占い鑑定や女性に向けた記事コ

ンテンツを企画・制作・配信する１対N向けのサービス及びユーザーと占い師

が電話・チャットで直接、双方向にやり取りできる１対１向けのサービスを行

っております。

エンタメ・マッチングサービス

事 業

当社及び子会社が、SNSを中心に、ネットとリアルの両面において人々の交

流・関係構築の機会や場を提供するサービスを行っております。

そ の 他 事 業

企画、開発の初期段階にある事業について、一括してその他事業としており、

当連結会計年度においては、ECサイトの運営の他、美容関連のM&A検討、新規

サービス立案について推進いたしました。（注２）

(注) １．ISP：Internet Service Provider 電気通信事業者

２．当社グループは、2020年８月期から2021年８月期にかけて、事業の選択と集中のため、ゲー

ムコンテンツ事業及びインバウンド・アウトバウンド事業から撤退しておりますが、一部に

ついては取引等を継続しており、これらの取引等による売上については、一括して「その他

事業」に計上しております。

(6) 主要な事業所（2025年８月31日現在）

① 当社

本 社 東京都港区赤坂四丁目２番６号

② 子会社

株 式 会 社
ギフトカムジャパン

東京都港区赤坂四丁目２番６号

株 式 会 社
ミ ッ ク ス ベ ー ス

東京都港区赤坂四丁目２番６号

株式会社X square 東京都港区赤坂四丁目２番６号
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(7) 使用人の状況（2025年８月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

事 業 区 分

使 用 人 数 （名）

第 27 期

(2024年８月期)

第 28 期

（当連結会計年度）

(2025年８月期)

占 い 事 業 39 （3） 41 （2）

エンタメ・マッチングサービス事業 8 （0） 4 （0）

そ の 他 事 業 3 （0） 6 （0）

共 通 11 （0） 8 （0）

合 計 61 （3） 59 （2）

（注) 使用人数は就業員数（他社への出向社員を除く）であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年
間の平均人員を外数で記載しております。

② 当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

59名（2名） 2名減（1名減） 38.1 歳 5.8 年

（注)１．使用人数は就業員数（他社への出向社員を除く）であります。
２．パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（2025年８月31日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 り そ な 銀 行 238,040千円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 211,088千円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 134,550千円

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 121,600千円

株 式 会 社 紀 陽 銀 行 98,627千円

株 式 会 社 横 浜 銀 行 97,200千円

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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２．株式の状況（2025年８月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 45,200,000株

(2) 発行済株式の総数 11,300,000株

(3) 株主数 24,014名 （前期末比 6,461名増）

(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 エ ヌ カ ル テ ッ ト 4,859,000 株 46.59 ％

長 沢 一 男 1,846,100 株 17.70 ％

長 沢 敦 子 182,600 株 1.75 ％

マイルストーンキャピタルマネジメント株式会社 124,000 株 1.19 ％

長 沢 匡 哲 98,800 株 0.95 ％

株 式 会 社 千 里 眼 82,200 株 0.79 ％

長 谷 川 か ほ り 24,900 株 0.24 ％

長 沢 和 宙 19,100 株 0.18 ％

酒 井 康 弘 16,400 株 0.16 ％

染 谷 幸 則 16,000 株 0.15 ％

馬 原 賢 吉 16,000 株 0.15 ％

（注）１．当社は、自己株式を871,144株保有しておりますが上記大株主からは除外しております。
２．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

(5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

３．新株予約権等の状況
(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状

況

該当事項はありません。
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(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

名称 第３回新株予約権

発行決議日 2025年５月23日

新株予約権の数 16,900個

新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式 1,690,000株

（新株予約権１個につき 100株）

新株予約権１個当たりの発行価額 290円

権利行使時１株当たりの行使価額 当初行使価額 475 円

権利行使期間 2025年６月10日から2027年６月９日まで

交付対象者 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社

行使の条件

本新株予約権の行使により、割当予定先が保有する

こととなる当社株式総数が、本新株予約権の発行決

議日（2025年５月23 日）時点における当社発行済

株式総数（11,300,000株）の10％（1,130,000株）

を超えることとなる場合の、当該10％を超える部分

に係る本新株予約権の行使はできない旨の行使条件

が付されております。なお、本転換社債型新株予約

権にも同様の行使条件が付されており、割当予定先

は当該10％を越えることとなる場合の、当該10％を

越える部分に係る本転換社債型新株予約権の行使を

行うこともできません。

その他

① 新株予約権の取得

当社は、本新株予約権の割当日から６ヶ月を経過し

た日以降いつでも、当社は取締役会により本新株予

約権を取得する旨および本新株予約権を取得する日

（以下、「取得日」といいます。）を決議することが

でき、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本

新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又

は公告を当該取得日の20営業日前までに行うことに

より、取得日の到来をもって、本新株予約権１個に

つき本新株予約権１個当たりの払込価額と同額で、

当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部

を取得することができます。
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名称 第３回新株予約権

その他

② 譲渡制限

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承

認を要するとされています。また、当社取締役会の

決定により本新株予約権の半数を上限として譲渡を

指示することができます。

③ 本契約における定め

上記のほか、割当予定先と当社との間で締結予定の

本契約において、次の規定がなされます。

＜新株予約権の行使許可＞

割当予定先は、2025年12 月10日までの間、本新株

予約権の半数について、当社の書面による行使許可

を受けない限り、行使することができません。

＜新株予約権の取得請求＞

割当予定先は、行使期間満了の１ヶ月前（2027 年

５月９日）の時点で未行使の本新株予約権を保有し

ている場合、又は、当社の発行する株式が東京証券

取引所により監理銘柄、特別注意銘柄若しくは整理

銘柄に指定された場合若しくは上場廃止となった場

合には、いつでも、当社に対し取得希望日の事前通

知を行うことにより、本新株予約権１個につき本新

株予約権１個当たりの払込価額と同額で、当該取得

希望日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取

得することを請求することができ、かかる請求がな

されたときは、当社は、当該取得希望日に、当該請

求にかかる本新株予約権を取得します。

④ その他

前号各号については、金融商品取引法による届出の

効力発生を条件とします。

(注) １．本新株予約権の行使に際し、当社は自己株式（871,144株）を交付する可能性があります。
２．当事業年度末までに本新株予約権数は、3,500個（350,000株）が行使されております。
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名称 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債

発行決議日 2025年５月23日

社債に付された新株予約権の数 30個

新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式 631,560株

（新株予約権１個につき21,052株）

社債に付された新株予約権１個当たりの発行価額 無償

権利行使時１株当たりの転換価額 475 円（固定）

権利行使期間 2025年６月10日から2028年６月９日まで

交付対象者 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社

行使の条件

本新株予約権付社債の転換により、割当予定先が保

有することとなる当社株式総数が、本新株予約権付

社債の発行決議日（2025年５月23日）時点における

当社発行済株式総数（11,300,000 株）の 10％

（1,130,000株）を超えることとなる場合の、当該10

％を超える部分に係る本新株予約権付社債の転換は

できない旨の行使条件が付されております。なお、

本新株予約権にも同様の行使条件が付されているた

め、割当予定先は当該10％を超えることとなる場合

の、当該10％を越える部分に係る本新株予約権の行

使を行うこともできません。

その他

① 転換価額及び対象株式数の固定

本新株予約権付社債は、転換価額固定型であり、ま

た、対象株式数も固定されており、価格修正条項付

きのいわゆる MSCB や MS ワラントとは異なるもの

であります。

② 繰上償還条項

当社は、本新株予約権付社債の発行後、償還すべき

日の２週間以上前に割当予定先に対し事前の通知を

行うことにより、その時点で残存する本社債の全部

又は一部を、各本社債の額面 100 円につき金 100

円の割合で、繰上償還することが可能となります。

③ 譲渡制限

本新株予約権付社債の譲渡については、当社取締役

会の承認を要するものとします。

④ その他

前号各号については、金融商品取引法による届出の

効力発生を条件とします。

(注) 本新株予約権の行使に際し、当社は自己株式（871,144株）を交付する可能性があります。
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４．会社役員の状況
(1) 取締役及び監査役の状況（2025年８月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 長 沢 一 男

株式会社ギフトカムジャパン 代表取締役
株式会社ミックスベース 取締役
株式会社X square 取締役

社長室 部長

取 締 役 長 沢 匡 哲 デジタルコンテンツ部 部長

取 締 役 酒 井 康 弘

One to One Marketing部 部長
経理部 部長
株式会社ギフトカムジャパン 取締役
株式会社デュアルタップ 社外取締役（監査等委員）

取 締 役 長 沢 和 宙

経営企画部 部長
アライアンス統括部 部長
美容事業統括部 部長
株式会社ミックスベース 代表取締役
株式会社X square 代表取締役

取 締 役 五十部 紀 英

弁護士法人プロテクトスタンス 代表社員
株式会社Answer 代表取締役
行政書士法人プロテクトスタンス 代表社員
株式会社レントラックス 社外取締役
株式会社プロテクトスタンススポーツマネジメント 代表取締役
社会保険労務士法人プロテクトスタンス 代表社員
弁理士法人プロテクトスタンス 代表社員
税理士法人プロテクトスタンス 代表社員
株式会社ブリーチ 社外監査役
株式会社HANDICAP CLOUD 社外取締役
STARS Space Service株式会社 社外取締役
株式会社プロテクトスタンスコンサルティング 代表取締役
株式会社ラフール 社外監査役
株式会社LOLO 代表取締役
株式会社HEAD LOUNGE 代表取締役

シスタ株式会社 取締役

取 締 役 和 田 育 子

フリービット株式会社 取締役
株式会社ギガプライズ 監査役
株式会社フルスピード 取締役
株式会社MS－Japan 社外取締役

常 勤 監 査 役 大 塚 尚 TMI総合法律事務所 カウンセル

監 査 役 篠 原 尚 之

監 査 役 小 野 好 信 小野好信税理士事務所 所長

（注）１．取締役五十部紀英氏及び取締役和田育子氏は、社外取締役であります。
２．取締役酒井康弘氏は、株式会社デュアルタップの社外取締役（監査等委員）を兼務してお

りますが、当社と当該会社との間には特別の関係はありません。
３．監査役大塚尚氏、監査役篠原尚之氏及び監査役小野好信氏は、社外監査役であります。
４．当社は、取締役五十部紀英氏、取締役和田育子氏及び監査役小野好信氏を東京証券取引所

の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５．監査役大塚尚氏は、鹿児島県警察本部長や九州管区警察局長を務めた経験を持つ他、弁護

士としても不正競争や危機管理をはじめとする幅広い分野において知見を有しております。
６．監査役篠原尚之氏は、財務官、国際通貨基金（IMF）の副専務理事等を務めた経験を持ち、
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国内・外における財政・金融政策に関する豊かな知見、財務及び会計に関する相当程度の
知見を有しております。

７．監査役小野好信氏は、東京国税局査察部次長や麹町税務署署長を務めた経験を持ち、税理
士としての税務に関する高度な専門性と豊富な知見、財務及び会計に関する相当程度の知
見を有しております。

８．当事業年度末日後の取締役の担当及び重要な兼職の状況について、変更はございません。
９．当社は、取締役６名及び監査役３名、その他子会社役員並びに執行役員を被保険者に含む

役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保
険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償
請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されることと
なり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。 ただし、保険適用額に上
限が設定されている他、以下に記載する損害については、補償対象外とすることにより、
役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
・法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する事由について発生

した損害。
・被保険者が私的な利益又は便宜の供与を違法に得たことに起因する事由について発生し

た損害。
・被保険者の犯罪行為に起因する事由について発生した損害。

(2) 事業年度中に退任した監査役

氏名 退任日 退任事由
退任時の地位・担当及び

重要な兼職の状況

井 上 哲 男 2024年11月22日 任期満了
当社 社外監査役

日本大学法科大学院 客員教授

(3) 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 人 数 報酬等の額（千円） 内、社外役員（人数）

取 締 役 ６名 123,540 9,300 千円（２名）

監 査 役 ４名 12,400 12,400 千円（４名）

合 計 10名 135,940 21,700 千円（６名）

（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．監査役の報酬等の額には、事業年度中に退任した監査役の報酬等の額が含まれております。
３．取締役の報酬限度額は、2005年11月25日開催の定時株主総会決議において年額300,000千円

以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。なお、当該決議に
係る取締役の員数は５名であります。

４．監査役の報酬限度額は、2004年11月26日開催の定時株主総会決議において年額30,000千円
以内と決議いただいております。なお、当該決議に係る監査役の員数は２名であります。

５．報酬等には、株式の市場価格や会社業績を示す指標として算定される業績連動報酬等及び
非金銭報酬等を採用しておりません。

６．取締役の個人別の報酬等の額については、代表取締役社長長沢一男氏が各取締役の役割、
責任範囲、貢献度合い及び業績等を総合的に勘案して決定しております。代表取締役社長
に一任した理由は、当社グループ全体の業績を俯瞰的に見たうえで、各取締役の責任や役
割等の評価を行うのは代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。また、
委任された権限が適切に行使されるための措置として、代表取締役社長は、個別の役員報
酬額について、決定する前に社外取締役にその内容等の妥当性について説明するものとし、
これに対し社外取締役から意見がある場合は当該意見を勘案し、その内容を個別の役員報
酬額に反映するよう努めるものとしております。
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(4) 社外役員に関する事項

① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役五十部紀英氏は、「(1) 取締役及び監査役の状況」に記載のとおり複数

の企業等において役員等を兼職しておりますが、当社と兼職先との間には特別

の関係はありません。

・取締役和田育子氏は、「(1) 取締役及び監査役の状況」に記載のとおり複数の

企業等において役員等を兼職しておりますが、当社と兼職先との間には特別の

関係はありません。

・監査役大塚尚氏は、TMI綜合法律事務所のカウンセルを兼務しておりますが、

当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

・監査役小野好信氏は、小野好信税理士事務所の所長を兼務しておりますが、当

社と兼職先との間には特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況及び社外取締役が期待される役割に対して行

った職務の概要

地 位 氏 名
主な活動状況及び

社外取締役が期待される役割に対して行った職務の概要

取締役 五十部 紀 英

当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に出席し、

取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための発

言を行っております。

取締役 和 田 育 子

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回全てに出席

し、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するため

の発言を行っております。

監査役 大 塚 尚

監査役就任後に開催された取締役会10回のうち10回全てに出

席し、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するた

めの発言を行っております。また、監査役就任後に開催され

た監査役会10回のうち10回全てに出席し、豊富な経験と高い

知見に基づき、適宜必要な発言を行っております。

監査役 篠 原 尚 之

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回全てに出席

し、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するため

の発言を行っております。また、当事業年度に開催された監

査役会12回のうち11回に出席し、豊富な経験と高い知見に基

づき、適宜必要な発言を行っております。

監査役 小 野 好 信

当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に出席し、

取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための発

言を行っております。また、当事業年度に開催された監査役

会12回のうち10回に出席し、豊富な経験と高い知見に基づき、

適宜必要な発言を行っております。
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③ 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当

該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、各社外取締役及び各社外監査役ともに

同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

５．会計監査人の状況
(1) 名称 太陽有限責任監査法人

(2) 報酬等の額

報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 28,230千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 28,230千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基
づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当
事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を
踏まえ、会計監査人の職務執行状況や監査計画の内容等を確認し、検討した結果、会計監
査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると

判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の議案内容に決定する

こととしております。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定め

る項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、

会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後

最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任した理由を

報告いたします。

(5) 責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人太陽有限責任監査法人は、会社法第427条第１項の規定に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該

契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に規定する最低責任

限度額としております。
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(6) 会計監査人が受けた過去２年間の業務の停止処分に関する事項

金融庁が2023年12月26日付で発表した業務停止処分の概要は以下のとおりです。

① 処分対象

太陽有限責任監査法人

② 処分の内容

・契約の新規の締結に関する業務の停止 ３ヶ月（2024年１月１日から同年３

月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監

査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。）

・業務改善命令（業務管理体制の改善）

・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査法人

の業務の一部（監査業務に係る審査）に関与することの禁止 ３ヶ月（2024

年１月１日から同年３月31日まで）

③ 処分理由

他社の訂正報告書の監査において、同監査法人の社員である２名の公認会計士

が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと

して証明したため。

６．業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他

会社の業務の適正を確保するための体制に関する概要は以下のとおりです。当社グ

ループは、これらの体制を適切に運用し、適時体制の見直しを行い、改善を図るこ

との重要性を認識し、実行しております。

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

・取締役会は、取締役会規程の定めに従い、法令及び定款に定められた事項並

びに経営の基本方針等重要な業務に関する事項の決議を行うとともに、取締

役から業務執行状況の報告を受け、取締役の業務執行を監督しております。

・法令等の遵守を実現するためコンプライアンス規程を定め、法令遵守統括責

任者のもと、管理部門が統括部署としてコンプライアンスに関わる研修を立

案・実行し、グループ全社員に対するコンプライアンス意識の向上に向けた

取り組みを行っております。

・全てのグループ会社に適用される内部通報制度及び関連する規程等を整備し

ております。規程には、通報者に対する不利益な取り扱いを禁止するよう明

確に定めております。

― 21 ―

2025年10月22日 11時10分 $FOLDER; 21ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



(2) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役会において、各取締役の業務分担を定め、責任と権限の所在を明確に

するとともに、業務分掌規程や職務権限に係る諸規程に基づき、効率的な職

務の執行を図っております。また、諸規程については、法令の改正その他必

要が生じた際に適時、その内容について見直しを行っております。

・取締役会において、事業の活動計画の達成状況及び各事業の効率性を把握す

べく月次決算との対比において進捗状況を管理する他、適時資産の状況につ

いて報告を行い、事業が効率的かつ効果的に行われているか分析及び議論

し、評価しております。

(3) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役の職務の執行に係る情報として、取締役会議事録、稟議書、契約書、

会計関係、決算関係、税務関係書類その他の重要な文書（磁気データ等含

む）について、法令及び社内規程に従い、適切に保存及び管理を行い、閲覧

可能な状態を整えております。

・取締役会においては、その発言をはじめとする取締役の職務の執行に係る情

報を、議事の進行を録音することによって、音声としても保存及び管理して

おります。

(4) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当社グループへの損失発生防止と最小化を図ることを目的としたリスク管理

規程を定め、これに基づき、リスクとそれに対する対応について関係部署間

の連携や的確な対応ができる体制を構築しております。

・組織の中で生じると想定されるリスクに対して内部統制を有効に機能させる

べく、リスクコントロールマトリクスを定め、各事業責任者との協力のもと

事業の進捗に照らし合わせて適時リスクコントロールマトリクス等を更新

し、現場に即した運用を行っております。

・リスク管理規程及びリスクコントロールマトリクスの全般的な内容について

管理部門が確認し、当社グループ全体のリスクの把握とリスクマネジメント

体制の整備に努めております。

(5) 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体

制

・関係会社管理規程に基づく当社への各種報告や、全グループ会社に適用され

る内部通報制度の運用を通じて、各子会社の経営管理を行っております。

・子会社の管理機能は親会社管理部門が所管しており、内部統制の実効性を高

める施策を実施するとともに、研修等を通じて子会社の指導及び支援を行う
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こととしております。なお、当連結会計年度においては、子会社において雇

用はありません。

・内部監査室は、定期的な監査を通じて関係会社のリスク情報の有無を監査

し、常勤監査役に報告を行います。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項

・監査役から要請があった場合、速やかに監査役の職務の補助を行うための適

切な人員配置を行い、監査役の指示による職務遂行、調査権限を認めており

ます。

・補助使用人は、兼務可能ですが、当該監査役の指示による職務を遂行する場

合には、取締役からの指揮命令は受けません。

・当連結会計年度において、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くこ

とについての要請は受けておりませんが、管理部門に窓口となる人員を設け

ており、適時資料の提出あるいは質疑等へ対応しております。

(7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に

関する体制

・監査役は、取締役会をはじめとする重要な意思決定会議に参加し、取締役及

び使用人から重要事項の報告を受ける他、報告を求めることができます。

・取締役及び使用人は、当社の業務並びに業績に重大な影響を及ぼす恐れのあ

る事実を確認した場合には、速やかに監査役に報告しており、これに対し監

査役は、適時助言及び指摘を行っております。

・取締役又は使用人が、監査役に報告したことを理由とした不利益な処遇は一

切行わないものとしております。

・常勤監査役は、主に内部監査室との会議を通じて、通常時における会社内部

の状況に関する報告を受けあるいは質疑応答を行っております。

・常勤監査役は、内部監査室から受けた報告等について、監査役会に報告を行

い、必要な議論を行った後、内部監査室を通じてあるいは取締役会において

必要な事項について意見又は助言しております。

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査役は、会社の重要事項についての報告を受けるとともに、必要に応じて

取締役との会合を持ち、業務状況、会社が対処すべき課題、監査上の重要課

題、監査の環境整備等について意見を交換しております。

・監査役は取締役や社員に対して報告を求めることができる他、内部監査室や

会計監査人とも情報交換を行っており、種々の連携のもと、監査を有効に行
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っております。

・常勤監査役は、原則月１回又は必要に応じて臨時で内部監査室と会議を行

い、内部監査室による監査の状況その他検討すべき事項について適時報告を

受け、これを他の監査役に共有し、監査における重点項目の検討等に活用し

ております。

７．内部統制システムの運用状況の概要
当事業年度における、「６．業務の適正を確保するための体制」に記載される内

部統制システムの運用状況は以下のとおりです。

(1) 取締役の職務執行

当社取締役会は、取締役６名（内２名は社外取締役）で構成されております。

・定例取締役会13回を開催し、資金の貸付、銀行借入、プロジェクト予算の承

認等の会社法第362条に定める事項に準ずる重要事項等を検討し、決議する

他、月次報告を通じて各事業の進捗、キャッシュフローや資産の状況につい

て、適時必要な助言や指摘を行ってまいりました。

・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理のため、取締役会において

は、議事の進行を録音することによって、音声としても保存及び管理してお

ります。また、取締役会で使用する資料及び議事録は、書面の他、そのPDF

が全ての取締役及び監査役が常時アクセス可能なオンラインストレージに保

管されております。

(2) 子会社の経営管理

・管理部門が、子会社における取締役会開催状況等について確認し、事業の進

捗報告や月次報告を適切に行っていること、取締役会において決議すべき重

要な事項について適切に決議が行われていることを確認しております。ま

た、子会社が重要な事項を決定する場合には、親会社である当社の管理部門

及び取締役会と事前の協議を行っております。

(3) 監査役会

当社監査役会は、監査役３名全員が社外監査役（内１名は常勤監査役）で構成

されております。

・監査役会を12回開催し、取締役会並びに株主総会等にて付議された重要事項

に関する協議・検討を行ってまいりました。また、特に新規事業の進捗及び

取引内容について、適時執行部又は内部監査室に報告を求め、当社グループ

の対処すべき課題や検討項目について助言を行いました。
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・各監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、業績に大きな影響をもたら

す重要な契約をはじめ、取締役会における議案や報告の内容に対し、各会議

がより充実したものとなるよう忌憚なく意見を述べ、各事業プロジェクトの

内容についてその妥当性を確認する他、取締役会における議論の活性化を促

す等、役員及び職員の職務の適正等を監視いたしました。

(4) 内部監査の実施

・内部監査室が、内部統制システムの有効性について年間の監査計画に基づき定

期監査を行い、法令等の遵守状況及び業務上のリスクの把握を行い、必要に応

じて各事業部に指摘を行うとともにその改善状況について監視を行いました。

今後の運用に関しましては、引き続きコンプライアンス面の強化を目的として、

コーポレートガバナンス・コードへの適応をはじめ、各種制度の適切な運用を行

う他、継続的な取り組みの見直しと検証を行うことで、内部統制システムの実効

性を高め、社内外におけるリスクへの対策を強化するとともに、上場企業として

の企業の透明性をグループ全体で確保する所存です。

８．会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
（注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2025年８月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部

流 動 資 産 1,860,331

現 金 及 び 預 金 1,595,941

売 掛 金 196,873

仕 掛 品 7,936

貯 蔵 品 137

そ の 他 59,999

貸 倒 引 当 金 △556

固 定 資 産 417,294

有 形 固 定 資 産 36,008

建 物 3,171

工具、器具及び備品 14,237

建 設 仮 勘 定 18,600

無 形 固 定 資 産 201,285

ソ フ ト ウ エ ア 102,116

ソフトウエア仮勘定 98,254

そ の 他 914

投 資 そ の 他 の 資 産 180,001

投 資 有 価 証 券 0

長 期 貸 付 金 80,000

会 員 権 5,490

敷 金 及 び 保 証 金 94,162

そ の 他 582

貸 倒 引 当 金 △235

資 産 合 計 2,277,626

負 債 の 部

流 動 負 債 977,604

買 掛 金 47,241

１年内返済予定の長期借入金 511,884

未 払 費 用 38,731

未 払 法 人 税 等 4,425

未 払 消 費 税 等 1,757

株 主 優 待 引 当 金 107,411

そ の 他 266,154

固 定 負 債 592,021

長 期 借 入 金 292,021

転換社債型新株予約権付社債 300,000

負 債 合 計 1,569,625

純 資 産 の 部

株 主 資 本 704,115

資 本 金 451,459

資 本 剰 余 金 442,460

利 益 剰 余 金 177,030

自 己 株 式 △366,835

新 株 予 約 権 3,886

純 資 産 合 計 708,001

負 債 純 資 産 合 計 2,277,626
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連 結 損 益 計 算 書

（2024年９月１日から
2025年８月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 1,873,495

売 上 原 価 964,462

売 上 総 利 益 909,033

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,232,480

営 業 損 失 （△） △323,447

営 業 外 収 益

受 取 利 息 6,673

為 替 差 益 54

受 取 保 険 金 3,880

補 助 金 収 入 16,200

そ の 他 185 26,993

営 業 外 費 用

支 払 利 息 11,923

社 債 発 行 費 8,887

そ の 他 212 21,022

経 常 損 失 （△） △317,476

特 別 損 失

減 損 損 失 114,732 114,732

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 （△） △432,209

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,667

法 人 税 等 調 整 額 74,361 76,029

当 期 純 損 失 （△） △508,238

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △508,238
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連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

（2024年９月１日から
2025年８月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式
株 主 資 本

合 計

当 期 首 残 高 451,459 422,578 685,269 △514,219 1,045,088

当 期 変 動 額

親 会 社 株 主 に

帰 属 す る

当期純損失（△）

△508,238 △508,238

自己株式の処分 19,881 147,383 167,265

新株予約権の発行

新株予約権の行使

当 期 変 動 額 合 計 － 19,881 △508,238 147,383 △340,973

当 期 末 残 高 451,459 442,460 177,030 △366,835 704,115

新株予約権 純資産合計

当 期 首 残 高 － 1,045,088

当 期 変 動 額

親 会 社 株 主 に

帰 属 す る

当期純損失（△）

△508,238

自己株式の処分 167,265

新株予約権の発行 4,901 4,901

新株予約権の行使 △1,015 △1,015

当 期 変 動 額 合 計 3,886 △337,087

当 期 末 残 高 3,886 708,001
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連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

全ての子会社を連結しております。

・連結子会社の数 ３社

・連結子会社の名称 株式会社ギフトカムジャパン

株式会社ミックスベース

株式会社Ｘ ｓｑｕａｒｅ

(2) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券 その他有価証券

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

ロ．棚卸資産 商品

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

仕掛品

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

貯蔵品

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法及

び2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については定

額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物 ３～39年

工具、器具及び備品 ３～10年

ロ．無形固定資産 自社利用目的のソフトウエア

社内における利用可能期間（２～５年）に基づく定額法を

採用しております。

③ 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について

は、過去の貸倒実績率を基に算定した予想損失率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上しております。

株主優待引当金 株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌連結会

計年度において発生すると見込まれる額を計上しておりま

す。
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(3) 重要な収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務

の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりで

あります。

なお、これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、支払条件により一年以内に取引対

価を受領しているため、重大な金融要素を含んでおりません。

① 直接課金

占い事業の大半において、主に当社のコンテンツ又はサービスを、自社Webサイト、ISP、各移

動体通信事業者及びプラットフォームを介して提供しております。顧客がコンテンツ又はサービ

スを購入した時点において、顧客に支配が移転すると判断し、収益を認識しております。

② ポイント課金

占い事業及びエンタメ・マッチングサービス事業の一部において、サービスの利用をポイント

によって行うポイント型課金を行っております。ポイントは顧客の購入金額に応じて付与してお

ります。付与したポイントについては履行義務として識別し、ポイント付与時に負債を認識する

とともに、ポイントが使用された時点で収益を認識しております。

③ 広告収益

占い事業の一部において、自社で運営するメディアに顧客である広告配信業者等の広告を掲載

する広告事業を行っております。顧客との契約に基づいて、掲載により履行義務が充足されるも

のは、掲載時点で顧客に支配が移転すると判断し収益を認識しております。クリック課金型広告

の場合はユーザーが広告をクリックした時点、成果報酬型広告等の場合はユーザーが広告をクリ

ックし顧客と合意した成果が得られた時点で収益を認識しております。

２．会計方針の変更に関する注記

(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下

「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。法人税等の計

上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20－３

項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65－２項(2)ただし書き

に定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影

響はありません。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合

の連結計算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結

会計年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響は

ありません。

３．会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りは、連結計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出してお

ります。会計上の見積りにより当連結会計年度の連結計算書類にその額を計上した項目のうち、翌

連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性が有る項目は以下のとおりです。

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

有形固定資産 36,008千円

無形固定資産 201,285千円

減損損失 114,732千円

② 会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

当社は、管理会計上の区分を基礎として、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の

単位ごとにグルーピングを行っております。
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減損の兆候がある資産または資産グループについて、当該資産または資産グループから得られ

る割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失として計上することとしております。

回収可能価額は、次年度の予算及び事業計画を基礎とした使用価値により算定しております。

これらの見積りは、経営環境の悪化等によって影響を受ける可能性があり、見積りの前提に大

きな変化が生じた場合は、翌連結会計年度に係る連結計算書類における有形固定資産及び無形固定

資産に重要な影響を及ぼす可能性があります。

４．連結貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 156,220千円

※減損損失累計額については、減価償却累計額に含めて表示しております。

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
の株式数

普 通 株 式 11,300,000株 －株 －株 11,300,000株

(2）自己株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
の株式数

普 通 株 式 1,221,144株 －株 350,000株 871,144株

（変動事由の概要）

新株予約権の行使による減少 350,000株

(3）配当に関する事項

① 配当金支払額

該当事項はありません。

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項はありません。

(4) 当連結会計年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株式の数

（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）

普通株式 1,971,560株

６．収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)

占い事業
エンタメ・マッチング

サービス事業
計

その他

(注)
合計

顧客との契約から生じる収益 1,761,219 109,014 1,870,234 3,261 1,873,495

外部顧客への売上高 1,761,219 109,014 1,870,234 3,261 1,873,495

(注)その他の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、EC事業などの事業を含ん

でおります。
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(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための情報

「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等(3)重要な収益及び費用

の計上基準」に記載のとおりであります。

(3) 顧客との契約から生じた契約負債の残高等

① 顧客との契約から生じた契約負債の内訳は、以下のとおりであります。

(単位：千円)

当連結会計年度期首
(2024年９月１日)

当連結会計年度末
(2025年８月31日)

契約負債 13,998 3,001

(注１) 契約負債は、顧客がポイントを購入した時点で増加し、ポイントが使用された時点で減少す

るものです。

(注２) 契約負債は連結貸借対照表上、流動負債の「その他」に含まれております。

② 残存履行義務に配分した取引価格

当連結会計年度末現在、ポイントに係る残存履行義務に配分した取引価格の総額は3,001

千円であります。当社及び連結子会社は、当該残存履行義務について、ポイントが利用され

るにつれて今後１年から５年の間で収益を認識することを見込んでおります。

７．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取り組方針

当社グループは、一時的な余資について銀行預金等の安全性の高い短期的な金融資産により運

用しており、必要に応じ主に銀行借入により資金調達を行っています。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当

社グループの与信管理規程に従い、取引先毎に期日管理及び残高管理を行っております。

長期貸付金は、貸付先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、貸付先の信

用状況を定期的に把握する体制を敷いております。

短期借入金及び長期借入金は、主に手元資金の流動性を確保するための資金調達です。また、

転換社債型新株予約権付社債は、主に設備投資等に係る資金調達を目的としたものであります。

営業債務である買掛金は、全て１年以内の支払期日であり、恒常的に売掛金残高の範囲内に

あり、流動性リスクは回避しております。

③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定さ

れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる

前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2025年８月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りであります。なお、市場価格のない株式等は含まれておりません（（注１）をご参照くださ

い。）。また、「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」及び「短期借入金」については、現金であ

ること、及び短期間で決済されているため時価が帳簿価額に近似することから記載を省略してお

ります。
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連結貸借対照表
計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

長期貸付金

(1年内回収予定を含む)
90,000 84,270 △5,729

資産計 90,000 84,270 △5,729

転換社債型新株予約権付社債 300,000 295,699 △4,300

長期借入金

(1年内返済予定を含む)
803,905 797,691 △6,213

負債計 1,103,905 1,093,391 △10,513

（注１）市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 0

（注２）金銭債権の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

現金及び預金 1,595,941 － － －

売掛金 196,873 － － －

長期貸付金 10,000 80,000 － －

合計 1,802,815 80,000 － －

（注３）短期借入金、転換社債型新株予約権付社債及び長期借入金の返済予定額

（単位：千円）

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

短期借入金 97,200 － － － － －

転換社債型新株

予約権付社債
－ － 300,000 － － －

長期借入金 511,884 242,897 49,124 － － －

合計 609,084 242,897 349,124 － － －

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つ

のレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成され

る当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した

時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の

時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
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レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット

がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して

おります。

時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期貸付金

(1年内回収予定を含む)
－ 84,270 － 84,270

資産計 － 84,270 － 84,270

転換社債型新株予約権付社債 － 295,699 － 295,699

長期借入金

(1年内返済予定を含む)
－ 797,691 － 797,691

負債計 － 1,093,391 － 1,093,391

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

長期貸付金

これらの時価については、元利金の合計額と、当該債権の残存期間及び信用リスクを加

味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しており

ます。

長期借入金

これらの時価については、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加

味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しており

ます。

転換社債型新株予約権付社債

転換社債型新株予約権付社債の時価については、当該転換社債型新株予約権付社債の元

利金を同様の新規発行を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定し

ており、レベル２の時価に分類しております。

８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 67円52銭

(2) １株当たり当期純損失 50円21銭

９．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
（2025年８月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部

流 動 資 産 1,686,098

現 金 及 び 預 金 1,423,377

売 掛 金 194,721

仕 掛 品 7,936

貯 蔵 品 137

前 払 費 用 30,428

立 替 金 221

未 収 入 金 2,660

未 収 還 付 法 人 税 等 249

そ の 他 26,921

貸 倒 引 当 金 △556

固 定 資 産 506,784

有 形 固 定 資 産 36,008

建 物 3,171

工具、器具及び備品 14,237

建 設 仮 勘 定 18,600

無 形 固 定 資 産 201,285

ソ フ ト ウ エ ア 102,116

ソフトウエア仮勘定 98,254

そ の 他 914

投 資 そ の 他 の 資 産 269,491

投 資 有 価 証 券 0

長 期 貸 付 金 80,000

関 係 会 社 株 式 89,490

会 員 権 5,490

敷 金 及 び 保 証 金 94,162

そ の 他 582

貸 倒 引 当 金 △235

資 産 合 計 2,192,883

負 債 の 部

流 動 負 債

買 掛 金

短 期 借 入 金

１年内返済予定の長期借入金

未 払 金

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

株 主 優 待 引 当 金

そ の 他

固 定 負 債

転換社債型新株予約権付社債

長 期 借 入 金

963,362

47,241

97,200

511,884

102,883

37,927

4,358

107,411

54,456

592,021

300,000

292,021

負 債 合 計 1,555,383

純 資 産 の 部

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

そ の 他 資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式

新 株 予 約 権

純 資 産 合 計

633,614

451,459

454,033

348,454

105,578

94,957

94,957

94,957

△366,835

3,886

637,500

負 債 ・ 純 資 産 合 計 2,192,883
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損 益 計 算 書

（2024年９月１日から
2025年８月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 1,817,985

売 上 原 価 933,532

売 上 総 利 益 884,452

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,242,885

営 業 損 失（△） △358,432

営 業 外 収 益

業 務 受 託 料 収 入 23,400

受 取 利 息 6,426

為 替 差 益 53

受 取 保 険 金 3,880

補 助 金 収 入 16,200

そ の 他 84 50,044

営 業 外 費 用

支 払 利 息 11,923

社 債 発 行 費 8,887

そ の 他 208 21,018

経 常 損 失（△） △329,407

特 別 損 失

減 損 損 失 114,732 114,732

税 引 前 当 期 純 損 失 （△） △444,140

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,092

法 人 税 等 調 整 額 74,361 75,454

当 期 純 損 失（△） △519,594
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株主資本等変動計算書

（2024年９月１日から
2025年８月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本

準 備 金

そ の 他

資 本

剰 余 金

資 本

剰 余 金

合 計

そ の 他

利 益

剰 余 金

利 益

剰 余 金

合 計繰 越 利 益

剰 余 金

当 期 首 残 高 451,459 348,454 85,697 434,151 614,552 614,552

当 期 変 動 額

当期純損失（△） △519,594 △519,594

自己株式の処分 19,881 19,881

新株予約権の発行

新株予約権の行使

当 期 変 動 額 合 計 － － 19,881 19,881 △519,594 △519,594

当 期 末 残 高 451,459 348,454 105,578 454,033 94,957 94,957

株 主 資 本
新株予約権 純資産合計

自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 △514,219 985,944 － 985,944

当 期 変 動 額

当期純損失（△） △519,594 △519,594

自己株式の処分 147,383 167,265 167,265

新株予約権の発行 4,901 4,901

新株予約権の行使 △1,015 △1,015

当 期 変 動 額 合 計 147,383 △352,329 3,886 △348,443

当 期 末 残 高 △366,835 633,614 3,886 637,500
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券 子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

② 棚卸資産 仕掛品

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

貯蔵品

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法及

び2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については定

額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物 ３～39年

工具、器具及び備品 ３～10年

② 無形固定資産 自社利用目的のソフトウエア

社内における利用可能期間（２～５年）に基づく定額法を

採用しております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について

は、過去の貸倒実績率を基に算定した予想損失率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上しております。

株主優待引当金 株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌事業年

度において発生すると見込まれる額を計上しております。

(4) 重要な収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該

履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

なお、これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、支払条件により一年以内に取引対

価を受領しているため、重大な金融要素を含んでおりません。

① 直接課金

占い事業の大半において、主に当社のコンテンツ又はサービスを、自社Webサイト、ISP、各移

動体通信事業者及びプラットフォームを介して提供しております。顧客がコンテンツ又はサービ

スを購入した時点において、顧客に支配が移転すると判断し、収益を認識しております。

② ポイント課金

占い事業及びエンタメ・マッチングサービス事業の一部において、サービスの利用をポイント

によって行うポイント型課金を行っております。ポイントは顧客の購入金額に応じて付与してお

ります。付与したポイントについては履行義務として識別し、ポイント付与時に負債を認識する
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とともに、ポイントが使用された時点で収益を認識しております。

③ 広告収益

占い事業の一部において、自社で運営するメディアに顧客である広告配信業者等の広告を掲載

する広告事業を行っております。顧客との契約に基づいて、掲載により履行義務が充足されるも

のは、掲載時点で顧客に支配が移転すると判断し収益を認識しております。クリック課金型広告

の場合はユーザーが広告をクリックした時点、成果報酬型広告等の場合はユーザーが広告をクリ

ックし顧客と合意した成果が得られた時点で収益を認識しております。

２．会計方針の変更に関する注記

(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下

「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20－３項ただし書きに定め

る経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありま

せん。

３．会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りは、計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しておりま

す。会計上の見積りにより当事業年度の計算書類にその額を計上した項目のうち、翌事業年度の計

算書類に重要な影響を及ぼす可能性が有る項目は以下のとおりです。

① 当事業年度の計算書類に計上した金額

有形固定資産 36,008千円

無形固定資産 201,285千円

減損損失 114,732千円

② 会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報

当社は、管理会計上の区分を基礎として、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の

単位ごとにグルーピングを行っております。

減損の兆候がある資産または資産グループについて、当該資産または資産グループから得られ

る割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失として計上することとしております。

回収可能価額は、次年度の予算及び事業計画を基礎とした使用価値により算定しております。

これらの見積りは、経営環境の悪化等によって影響を受ける可能性があり、見積りの前提に大

きな変化が生じた場合は、翌事業年度に係る計算書類における有形固定資産及び無形固定資産に重

要な影響を及ぼす可能性があります。

４．収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、重要な会計方針に係る事項に

関する注記「(4) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

５．貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 2,366千円

短期金銭債務 787千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 156,220千円

※減損損失累計額については、減価償却累計額に含めて表示しております。
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６．損益計算書に関する注記

関係会社との取引

営業取引による取引高 21,870 千円

営業取引以外の取引高 23,400 千円

７．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

普通株式 871,144 株

８．税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

未払事業税 1,172千円

貸倒引当金超過額 9,112千円

減価償却超過額 3,391千円

事業所税 264千円

事業整理損 72千円

減損損失 55,783千円

ゴルフ会員権評価損 1,120千円

関係会社株式評価損 64,335千円

株主優待引当金 32,889千円

繰越欠損金 179,079千円

その他 414千円

繰延税金資産小計 347,637千円

評価性引当額 △347,637千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金資産純額 －千円

(2) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立

し、2026年４月１日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税が課されることとなりました。

これに伴い、2026年９月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、

繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が30.6％から31.5％に変更となります。

なお、この税率変更による影響は軽微であります。

10．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 60円76銭

(2) １株当たり当期純損失 51円34銭

11．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2025年10月22日

株式会社メディア工房

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 石 上 卓 哉

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 下 川 高 史

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社メディア工房の2024年９月１日か

ら2025年８月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算

書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、株式会社メディア工房及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期

間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独

立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明

の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセス

の整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監

査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が

あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆

候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算

書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結

計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが

含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成するこ

とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基

づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か

ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能

性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込

まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関

連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手

した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重

要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら

れる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確

実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ

いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内

容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ

適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書

類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責

任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ

の他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定

を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を

除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ

ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2025年10月22日

株式会社メディア工房

取締役会 御中
太陽有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 石 上 卓 哉

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 下 川 高 史

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社メディア工房の2024年９月

１日から2025年８月31日までの第28期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株

主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について

監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表

示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて

いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、ま

た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセス

の整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査

法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があ

るかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候

があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類

等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書

類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま

れる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい

て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から

計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が

あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる

場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連

する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要

な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ

る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性

に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明す

ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている

が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、

並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ

の他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定

を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を

除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ

ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、2024年９月１日から2025年８月31日までの第28期事業年度における取締役の職務の
執行に関して、各監査役から監査の方法及び監査結果の報告を受け、審議の上、本監査報告書を作成
し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況

及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、
取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努
めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等との意思疎通及び情報の交換を図るとと
もに、子会社の事業の報告を受け、その業務及び財産の状況について意見を表明しました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制、その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なも
のとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の
内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人
等からその構築及び運用の状況について適時報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明
しました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規
則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整
備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしまし
た。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認

めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ

ません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ

ステムに関する取締役の職務の執行状況についても、指摘すべき事項は認められません。
(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年10月22日

株式会社メディア工房 監査役会
常勤監査役（社外監査役） 大 塚 尚 ㊞

監査役（社外監査役） 篠 原 尚 之㊞
監査役（社外監査役） 小 野 好 信㊞

以上
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株主総会参考書類

第１号議案 取締役６名選任の件

本総会終結の時をもって、当社取締役６名全員が任期満了となります。つきまし

ては、取締役６名の選任をお願いしたく存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号

氏名
（生年月日）

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
所有する当
社の株式数

１
長
ながさわ

沢 一男
か ず お

（1953年２月８日生）
1,846,100株

1977年４月 ㈱日本債券信用銀行 入行

1998年６月 同行 本店営業部第６部担当部長

2000年12月 当社 代表取締役

2010年３月 当社 代表取締役社長（現任）

2013年５月 ㈱ギフトカムジャパン 代表取締役（現任）

2016年８月 ㈱ルイスファクトリー（現 ㈱ミックスベース） 代表取締役

2018年10月 ㈱メディトラ(現 ㈱X square) 取締役（現任）

2023年11月 ㈱ミックスベース（旧 ㈱ルイスファクトリー）取締役（現任）

2025年２月 当社 取締役社長室部長（現任）

２
長
ながさわ

沢 匡哲
まさあき

（1980年３月20日生）
98,800株

2002年４月 当社 入社

2009年１月 当社 第３企画部長

2009年４月 当社 第２企画部長

2010年９月 当社 モバイルコンテンツ事業部長

2011年11月 当社 取締役執行役員 モバイルコンテンツ事業部長

2017年１月 当社 取締役執行役員 AI研究所所長

2017年７月 当社 取締役ゲーム事業部事業部長

2017年８月 ㈱ルイスファクトリー（現 ㈱ミックスベース）取締役

2018年４月 当社 取締役メディア事業部事業部長（現 メディア部部長)

2019年９月 当社 取締役プロモーション部部長

2021年８月 当社 取締役デジタルコンテンツ部部長（現任）
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候補者
番号

氏名
（生年月日）

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
所有する当
社の株式数

３
酒
さ か い

井 康弘
やすひろ

（1961年８月20日生）
16,400株

1985年４月 野村證券㈱ 入社

2000年12月 第一通信㈱ 入社

2001年１月 同社 取締役

2002年１月 ㈱リロ・ホールディングス 執行役員
㈱イー・テレサービス 取締役

2005年５月 当社 入社 営業推進第二部長兼制作副本部長

2006年11月 当社 取締役

2012年３月 当社 顧問

2012年11月 当社 取締役管理部門担当

2013年５月 ㈱ギフトカムジャパン 取締役（現任）

2015年２月 ㈱デュアルタップ 社外監査役

2016年８月 ㈱ルイスファクトリー（現 ㈱ミックスベース） 取締役

2016年９月 ㈱デュアルタップ 社外取締役（監査等委員）（現任）

2017年４月 当社 取締役 One to One Marketing事業部事業部長
（現 One to One Marketing部部長)(現任)

2018年10月 ㈱メディトラ(現 ㈱X Square) 取締役

2019年９月 当社 取締役経理部部長（現任）

４ 長
ながさわ

沢 和宙
かずおき

（1985年10月28日生）
19,100株

2010年４月 富士通㈱ 入社

2014年９月 当社 入社

2014年11月 ㈱ギフトカムジャパン 監査役

2016年８月 ㈱ルイスファクトリー（現 ㈱ミックスベース）監査役

2017年４月 当社 執行役員管理部部長

2017年７月 当社 取締役アライアンス統括部部長（現任）

2017年11月 当社 取締役（現任）

2018年10月 ㈱メディトラ(現 ㈱X square) 代表取締役（現任）

2019年９月 当社 取締役経営企画部部長（現任）

2021年８月 当社 取締役SNS部部長

2022年11月 ㈱ミックスベース 代表取締役（現任）

2024年６月 当社 取締役美容事業統括部部長（現任）
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候補者
番号

氏名
（生年月日）

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
所有する当
社の株式数

５
五十
い そ べ

部 紀英
としひで

（1982年７月２日生）
－株

2007年11月 最高裁判所司法研修所 司法修習生（61期）

2008年12月 弁護士登録（第一東京弁護士会所属）

2009年１月 弁護士法人ITJ法律事務所 入所

2012年４月 中地・五十部法律事務所設立 代表弁護士

2014年９月 弁護士法人アドバンス（現 弁護士法人プロテク
トスタンス）として法人化 代表社員（現任）

2016年９月 ㈱GTM 社外取締役

2016年10月 ㈱Answer 代表取締役（現任）

2017年１月 アジアM&Aコンサルティング㈱ 代表取締役

2017年９月 税理士法人ADVACNCE TAC設立 代表社員

2018年２月 琉球アスティーダスポーツクラブ㈱ 監査役

2018年３月 一般社団法人日本監修協会 代表理事

2018年３月 行政書士法人ADVANCE ASC（現 行政書士法人
プロテクトスタンス）設立 代表社員（現任）

2018年６月 ㈱レントラックス 社外取締役（現任）

2018年６月 ㈱アドバンススポーツマネジメント（現 ㈱プロテクトスタンス
スポーツマネジメント）設立 代表取締役（現任）

2018年12月 社会保険労務士法人アドバンス（現 社会保険労務士
法人プロテクトスタンス）設立 代表社員（現任）

2019年６月 特許業務法人アドバンス（現 弁理士法人プ
ロテクトスタンス）設立 代表社員（現任）

2019年11月 税理士法人アドバンス（現 税理士法人プロ
テクトスタンス）設立 代表社員（現任）

2020年４月 ㈱ブリーチ 社外監査役（現任）

2021年２月 canow㈱ 取締役

2021年９月 ㈱Birdman 社外取締役（監査等委員）

2021年９月 ㈱スペシフィック（現 ㈱HANDICAP CLOUD） 社外取締役（現任）

2021年10月 STARS Space Service㈱ 社外取締役（現任）

2021年12月 ㈱カケコム 社外監査役

2023年４月 ㈱プロテクトスタンスコンサルティング 代表取締役（現任）

2023年６月 ㈱ラフール 社外監査役（現任）

2023年７月 ㈱LOLO 代表取締役（現任）

2023年８月 一般社団法人ICTSG JAPAN 理事

2023年11月 当社 社外取締役（現任）

2024年５月 ㈱HEAD LOUNGE 代表取締役（現任）

2024年９月 シスタ㈱ 取締役（現任）
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候補者
番号

氏名
（生年月日）

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
所有する当
社の株式数

６
和
わ だ

田 育子
い く こ

（1971年７月17日生）
－株

1994年４月 ㈱キンレイ 入社
2004年６月 ㈱アクアクララ 入社

2008年10月 ㈱フラクタリスト（現ユナイテッド㈱）入社

2012年５月 フリービット㈱ 入社

2013年７月 ㈱フルスピード 取締役

2014年７月 フリービット㈱ グループ経営管理本部長

2016年５月 同社 執行役員（現任）

2016年９月 ㈱EPARKヘルスケア（現 ㈱くすりの窓口）監査役

2018年９月 ㈱アルク 取締役

2020年６月 ㈱ギガプライズ 取締役

2020年６月 ㈱フリービットEPARKヘルスケア（現 ㈱くすりの窓口）取締役

2020年７月 フリービット㈱ グループ人事本部長

同社 グループ経営企画本部長（現任）

同社 取締役（現任）

㈱フルスピード 取締役（現任）

2023年11月 当社 社外取締役（現任）

2024年６月 ㈱MS-Japan 社外取締役（現任）

2024年７月 ㈱ギガプライズ 監査役（現任）

（注）１．代表取締役社長長沢一男氏は、会社法第２条第４号の２に定める親会社等であります。ま
た、長沢匡哲氏は、長沢一男氏の長男であり、長沢和宙氏は、長沢一男氏の次男でありま
す。その他の取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．長沢一男氏、長沢匡哲氏、酒井康弘氏及び長沢和宙氏を取締役候補者とした理由は以下の
とおりであります。
上記４名は、長年当社の経営に携わり、事業推進に尽力してまいりました。今後も、当社
事業の発展に力を発揮していただけるものと判断し、候補者といたしました。

３．五十部紀英氏及び和田育子氏は社外取締役候補者であります。
４．五十部紀英氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割は以下のとおりでありま

す。
同氏は、法律の専門家である弁護士として長年キャリアを積み、企業法務に関する深い知
見を有しています。また、同氏は企業経営の経験の他、社外役員としての経験も豊富に有
していることから、当社社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと期待し、同
氏を社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の当社取締役就任期間は、本総会終結
の時をもって２年となります。

５．和田育子氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割は以下のとおりでありま
す。
同氏は、上場企業において様々なバックオフィス部門の責任者を歴任すると同時に、取締
役として経営に携わるなど、企業経営にかかる幅広い見識を有しております。コーポレー
ト・ガバナンスに係る重要な視座の提供等、当社社外取締役としてその職務を適切に遂行
できるものと期待し、同氏を社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の当社取締役
就任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。

６．当社は、五十部紀英氏及び和田育子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届
け出ており、両氏が再任され就任した場合、引き続き届け出る予定でおります。なお、両
氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ではなく、また過去10年間に当社の特
定関係事業者の業務執行者又は役員であったこともありません。

７．社外取締役候補者が、社外取締役に就任する場合に継続する予定の責任限定契約の内容は
以下のとおりであります。
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・社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425
条第１項に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う。

・この責任限定が認められるのは、社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善
意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

８．当社は、重任の取締役候補者６名を被保険者に含む役員等賠償責任保険契約を保険会社と
の間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行
った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険
者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当
社が全額負担しております。また、当該保険契約は、任期中の契約更新時に同様の内容で
更新することを予定しております。
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第２号議案 監査役２名選任の件

本総会終結の時をもって、当社監査役２名が任期満了となります。つきましては、

監査役２名の選任をお願いしたく存じます。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号

氏名
（生年月日）

略歴、地位及び重要な兼職の状況
所有する当
社の株式数

１
篠
しのはら

原 尚之
なおゆき

（1953年２月８日生）

1975年４月 大蔵省入省

－株

1977年４月 米国留学(プリンストン大学)

1981年７月 成田税務署長

1985年９月 ハーバード大学国際問題研究所アソシエート

1986年７月 国際金融情報センター

ワシントン事務所長

1990年７月 財政金融研究所総括主任研究官

埼玉大学客員教授

1994年７月 主計局 調査課長

1995年７月 主計局主計官(文部・科学担当)

1998年６月 アジア開発銀行理事

2006年７月 国際局長

2007年７月 財務官

2010年２月 国際通貨基金副専務理事

2015年６月 三菱重工㈱ 社外取締役

2015年７月 東京大学

政策ビジョン研究センター教授

2015年11月 当社社外監査役 (現任)

２
※

松
まつかわ

川 和人
よ り と

（1957年２月５日生）

2002年７月 東京国税局 徴収部 管理運営課長

－株
2005年７月 東京国税局 徴収部 次長

2008年７月 芝税務署 署長

2011年８月 松川和人税理士事務所開業 税理士（現任）

（注）１．※印は、新任の監査役候補者であります。
２．監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３．篠原尚之氏並びに松川和人氏は、社外監査役候補者であります。
４．篠原尚之氏を社外監査役候補者とした理由は以下のとおりであります。

同氏は、過去に直接経営に関与した経験はありませんが、アジア開発銀行理事をはじめと
して、財務省財務官、国際通貨基金副専務理事など、国際的にも重要な役職を歴任し、財
政金融政策に関する豊かな経験や知識を有しており、当社監査役としても、俯瞰的な視座
から当社経営に対する忌憚のない意見及び助言を頂戴してまいりました。今後も当社事業
に対する貴重な意見をいただけるものとして、同氏を社外監査役候補者といたしました。
なお、同氏の当社監査役就任期間は、本総会終結の時をもって10年となります。

５．松川和人氏を社外監査役候補者とした理由は以下のとおりであります。
同氏は、過去に直接経営に関与した経験はありませんが、東京国税局徴収部次長や芝税務
署署長を務めるなど、税理士としての税務に関する高度な専門性と豊富な知見を有してお
ります。これらの同氏経歴等をもって、経営の監視・監督を適切に行っていただけるもの
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と判断し、候補者といたしました。なお、同氏は新任の社外監査役候補者であります。
６．当社は、松川和人氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定でおり

ます。なお、松川和人氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ではなく、また
過去10年間に当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員であったこともありません。

７．重任の社外監査役候補者が、社外監査役に就任する場合に継続する予定の責任限定契約の
内容は以下のとおりであります。なお、新任の社外監査役候補者の選任が承認された場
合、当社は、候補者との間で当該責任限定契約と同様の契約を締結することを予定してお
ります。

・社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425
条第１項に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う。

・この責任限定が認められるのは、社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善
意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

８．当社は、重任の監査役候補者１名を被保険者に含む役員等賠償責任保険契約を保険会社と
の間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行
った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険
者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当
社が全額負担しております。また、新任の監査役候補者１名の選任が承認された場合、候
補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当該保険契約は、任
期中の契約更新時に同様の内容で更新することを予定しております。
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第３号議案 補欠監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項の

規定に基づく補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名
（生年月日）

略歴、地位及び重要な兼職の状況
所有する当
社の株式数

伊
い と う

藤 光茂
みつしげ

（1974年２月27日生）

2003年３月 ㈱ドリームインキュベータ 入社

－株

2006年10月 同社 経営管理本部長

2010年８月 ㈱ファーストリテイリング 入社

2013年５月 グリー㈱ 入社

2013年８月 同社 経理税務部長

2013年12月 ㈱Gunosy 入社

2014年１月 同社 経営企画室長

2014年４月 同社 取締役最高財務責任者

2016年４月 グロービス経営大学院 MBAプログラム非常勤講師

2018年４月 メディフォン㈱ 社外取締役（現任）

2018年６月 ㈱ゲームエイト 非常勤監査役(現任）

2018年12月 ㈱ミラティブ 入社

2019年４月 ㈱マインディア 社外監査役（現任）

2020年３月 ㈱ミラティブ 取締役副社長兼最高財務責任者

2024年11月 フランチャイズビジネスインキュベーション㈱ 取締役就任(現任）

2025年９月 AI Librarium㈱ 取締役就任(現任）

(注) １．補欠監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．伊藤光茂氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３．伊藤光茂氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は以下のとおりであります。

同氏は、様々な事業会社において財務、経営企画等のコーポレート部門の責任者を務める
他、社外役員としての豊富な経験を有しております。法令に定める監査役の員数を欠くこ
ととなった場合、社外監査役として就任し、同氏の幅広い知見並びに実務経験をもって、
職務を適切に遂行することができるものと判断し、同氏を補欠の社外監査役候補者といた
しました。

４．伊藤光茂氏の補欠監査役就任が承認され、且つ就任期間中に監査役となった場合、当社は、
東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定でおります。なお、同氏は、
当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ではなく、また過去10年間に当社の特定関係
事業者の業務執行者又は役員であったこともありません。

５．伊藤光茂氏の補欠監査役就任が承認され、且つ就任期間中に監査役となった場合、当社は
同氏との間で社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失
がないときに限り、損害賠償責任の限度額を会社法第425条第１項に定める最低責任限度額
とする責任限定契約を締結する予定であります。

６．伊藤光茂氏の補欠監査役就任が承認され、且つ就任期間中に監査役となった場合、当社が、
保険会社との間で締結しております役員等賠償責任保険契約の被保険者となります。当該
保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）
に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等
が塡補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。

以上
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ベルビー赤坂ベルビー赤坂 赤坂エクセルホテル東急赤坂エクセルホテル東急

三菱UFJ銀行三菱UFJ銀行

山王パークタワー山王パークタワー

TBS放送センターTBS放送センター

一
ツ
木
通
り 外

堀
通
り

日枝神社日枝神社

キャピトル
東急ホテル

赤坂見附駅10出口

赤坂駅１出口

赤坂駅２出口

溜池山王駅10出口

山王健保会館

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：東京都港区赤坂二丁目５番６号

山王健保会館 ２階 会議室

交通 地下鉄銀座線・南北線 「溜池山王駅」下車 徒歩３分

地下鉄千代田線 「赤 坂 駅」下車 徒歩５分

地下鉄銀座線・丸ノ内線「赤坂見附駅」下車 徒歩７分
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